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令和３年度 第１回 山形地方最低賃金審議会 

【Ｒ３．６．２３（水）】 

 

賃金室長   本日はお忙しいところご出席いただき、ありがとうございます。 

       ただ今から、令和３年度第１回山形地方最低賃金審議会を開催させてい

ただきます。 

本会は、最低賃金審議会令第５条第１項に基づき「審議会の会議は会長

が招集する」となっております。 

今年度は委員の改選があり、会長の選出前ですので、慣行により山形労

働局長が招集いたしました。 

当審議会の進行につきましては、山形地方最低賃金審議会運営規程第６

条により会長が議長となることになっておりますが、会長選出までの間、

事務局の私、石山が進行役を務めさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

なお、本日の審議会は公開となっており、５月３１日から６月１６日ま

での間、傍聴申込みの公示を行いましたところ、１０名の方から申込みが

ございました。また、報道機関からも４社の申込みがありました。傍聴席

にご着席いただいていますので、その旨ご報告いたします。 

なお、カメラ撮影については、諮問文手交までの頭取りを許可しており

ますので、併せてご報告いたします。 

それでは、資料１として委員名簿を準備してございますのでご覧くださ

い。 

本日ご出席の皆様方には、本年４月から当審議会第５２期の委員として

委嘱させていただいております。また、任期は２年となります。よろしく

お願いいたします。なお、時間の都合上、大変失礼とは存じますが、委員

の皆様の辞令につきましては、お手元のクリアファイルに入れさせていた

だいておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

さて、今日は今年度最初の審議会でございますので、委員の皆様のご紹

介をさせていただきます。公益委員の阿部委員に代わりまして丸山委員、

伊藤委員に代わりまして押野委員、山上委員に代わりまして本間委員とな

りました。 

労側委員も、柏木委員に代わりまして小川委員、蒲原委員に代わりまし

て長谷部委員、髙橋委員に代わりまして大類委員が就任されました。使側

の委員には異動はありませんでした。 

それでは、今期新たに６名の委員の方が就任されましたが、改めて委員

の皆様をご紹介申し上げます。 

それでは、公益委員から名簿の順にご紹介させていただきます。 
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（資料№１－１の名簿の順に紹介） 

     次に、労働者代表委員をご紹介させていただきます。 

（資料№１－１の名簿の順に紹介） 

     次に、使用者代表委員をご紹介させていただきます。 

       （資料№１－１の名簿の順に紹介） 

     次に山形労働局長及び事務局職員の紹介をさせていただきます。 

山形労働局長の小森でございます。 

次に事務局です。労働基準部長の横田でございます。 

賃金指導官の中里でございます。 

賃金係長の牧野でございます。 

そして、私、賃金室長の石山でございます。事務局として一生懸命務め

させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、当審議会の委員定数は、審議会令第２条第２項により１５名とな

っております。会議の開催に必要な定足数は、審議会令第５条第２項で委

員の３分の２以上、すなわち１０名以上、又は公労使委員の各３分の１以

上、すなわち各２名以上の出席が必要となっております｡本日は定足数を

満たす委員の出席をいただいていますので、当審議会は有効に成立してい

ることをご報告いたします。 

それでは議事に先立ち、当審議会の開催に当たり、小森山形労働局長か

らご挨拶を申し上げます。 

 

局  長   山形労働局長の小森でございます。 

本日は、委員の皆様方には、大変お忙しい中、当審議会にご出席いただ

きまして、誠にありがとうございます。また、皆様方には、日頃から労働

行政、とりわけ最低賃金行政につきまして、深いご理解とご協力を賜り感

謝申し上げます。加えまして、皆様方には本年４月から第５２期の委員を

お願いしております。何かとご苦労をおかけすると思いますが、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

最低賃金制度については、改めて申し上げることではないかもしれませ

んが、賃金の低廉な労働者について賃金の最低額を保障することにより、

労働者の生活の安定や事業の公正な競争の確保、さらには国民経済の健全

な発展に寄与するという重要な役割を担っています。昨年度の最低賃金の

改正につきましては、委員の皆様には真摯にご審議をいただきまして、山

形県最低賃金は１０月３日から、特定最低賃金は１２月２５日から改正発

効することができました。改めまして、委員の皆様の並々ならぬご尽力に、

深く感謝申し上げます。 

さて、本年度の中央最低賃金審議会における目安諮問が、昨日厚生労働

省によって行われました。今年度は新型コロナウイルス感染拡大による経

済への影響なども懸念されるところですが、山形労働局といたしましても、
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公労使の委員の皆様に十分な調査審議をしていただくことができるよう、

準備を進めてまいる所存でございます。 

今年度の審議につきましても、皆様には大変ご苦労をおかけすることに

なると思いますが、何卒よろしくお願い申し上げまして、簡単ではござい

ますが冒頭のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

賃金室長   それでは、議事に入りたいと思います。 

まず初めに、本審議会の会長、会長代理の選出についてですが、本審議

会の会長、会長代理につきましては、最低賃金法第２４条にて公益委員か

ら選出することとなっております。公益委員会議において、事前協議によ

り、会長として村山委員、会長代理としてコーエンズ委員を候補者として

いただきました。 

       労側、使側の委員の皆様よろしいでしょうか。 

 

（同意） 

        

それでは、皆様のご了承が得られましたので、会長を村山委員、会長代

理をコーエンズ委員にお願いしたいと思います。 

では、会長が決まりましたので、ここからの進行について村山会長よろ

しくお願いいたします。 

 

会   長   会長就任となりました村山です。 

本年は公益委員５名中３名が交代しておりまして、私よりキャリアのあ

る公益委員がいない状態となってしまいましたので、言わば順送りの形か

と思われますが、私が会長を務めさせていただくことになりました。これ

まで委員としてそれなりの年数を経験してきておりますが、会長の立場に

なりますと、また見える景色が違うのかもしれません。精一杯務めさせて

いただきますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 

それでは、早速ですが議事に入りたいと思います。 

まず、最初に議事録署名委員の署名ですが、労働者側は小川委員、使用

者側は丹委員にお願いしたいと思います。 

続きまして、本日は、山形県最低賃金の改正決定について、山形労働局

長から諮問を受けることになっております。 

その前に、事務局から報告することがありましたらお願いいたします。 

 

賃金室長   はい、報告いたします。資料№７をご覧ください。 

本年５月１７日に山形県労働組合総連合による要請行動があり、山形労

働局長あて、最低賃金の引上げと中小零細企業支援の拡充、及び最低賃金

引上げに関連する労働行政の改善を求める要請書の提出がありました。内
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容については、当審議会にも関わる部分がある内容となっていたことから、

要請者に対し当審議会に要請があったことを伝える旨回答したことを報

告させていただきます。 

 

会  長   では、続きまして議事（２）審議会運営規程等及び諮問から答申への流

れについて確認したいと思いますので、事務局からご説明お願いします。 

 

賃金室長   それでは、審議会の運営規程について説明させていただきます。資料№

１－２をご覧ください。 

資料№１－２山形地方最低賃金審議会運営規程について説明いたしま

す。最低賃金審議会は最低賃金法第２０条から第２６条、及び最賃審議会

令によって運営されることになりますが、最賃法及び審議会令に定められ

ていない詳細についてはこの規程により運営されることとなっておりま

す。主な条文について説明いたします。１、２、３を飛ばして第４条です

が、第４条は、「審議会は最低賃金の決定又はその改正の決定について山

形労働局長から調査審議を求められたときは、最低賃金法第２５条第２項

の規定に基づいて専門部会をおく。専門部会に関する運営規程は別にこれ

を定める。」ということで後のページに専門部会運営規程も付けてござい

ます。続いて第５条を飛ばしまして第６条でございます。第６条は、「会

長は会議の議長となり、議事を整理する。」と定められております。 

 

会  長   裏面が印刷されていませんね。６条以下の。 

 

賃金室長   大変失礼いたしました。差し替えをさせていただきたいと思います。 

お手元に資料がない中での説明になってしまいますけれども、申し上げ

ていきたいと思います。第７条ですけれども、会議の公開、非公開につい

て定めた条文でございます。原則は公開でございますけれども、公開する

ことよって個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合や率直な意

見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場

合には、会長は会議を非公開とすることができる。というような規定とな

っております。 

続いて第８条ですけれども、議事録の作成について規定しております。

会議の議事については議事録を作成し、議事録には会長及び会長の指名し

た委員２人が署名するというふうになっております。 

続きまして第９条でございます。会長は審議会が議決を行ったときは答

申文又は議決書をそれぞれ議事録の写しを付して、その都度山形労働局長

に送付するという内容の規定でございます。 

ここで規程に関してお諮りしたいことが二つあります。先ほど署名委員

の指名があったところですが、一つ目として議事録、議事要旨への署名廃
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止の要否についてお伺いしたいと存じます。令和２年度から議事録等を当

局ホームページで公開していますが、公開前に会長及び会長が指名した委

員に議事録を示し、内容に誤りがないか等確認いただいてから署名を頂戴

しております。他の審議会の例を見てみますと、中央の労働政策審議会で

は規程を変更し、署名を廃止したとのことです。地方労働審議会では規程

が変更されていないものが多いと思われ、当局の地労審もまだ廃止してお

りません。当然ながら、署名を廃止しても公開する前に委員の皆様にご確

認いただくことに変わりはなく、廃止した場合の確認方法の一つとして、

労政審の場合を参考にすると、委員全員に議事録等を送付するなどの方法

があるようでございます。そこで見直しの要否についてお諮りします。 

それと二つ目ですが、審議会の開催方法について、これまでのような集

合形式のほか、「会長が必要と認めるときは、テレビ会議を利用すること

ができる」という規程の整備が必要か否かについてお諮りしたいと思いま

す。厚生労働省の意図としては、テレビ会議に移行しなさいという趣旨で

はなく、規程の整備を済ませておかないと必要な時にすぐに実施できない

からということですが、現時点では委員の皆様全員が必要な機材をお持ち

なのかどうか不明ですし、例えばＺｏｏｍなどでは４０分を超えると有料

になりますが、予算措置等については厚生労働省から個別の指示や連絡は

ございません。このような状況ですが、直ちに規程の整備に着手すべきか

ご意見をお願いいたします。 

 

会  長   ただ今、事務局から説明等がありました審議会運営規程でありますが、

２点について改正をするか、しないかという話がございました。まず１点

目、議事録への署名を維持するのか、廃止するのか。２点目が審議会の開

催方法としてテレビ会議も認める旨の規定はどうか、というところであり

ますが、委員の皆様のご意見をいただきたいと思います。ご意見のある方

お願いいたします。 

 

金子委員   テレビ会議につきまして、二、三お考えをお聞きしたいと思います。も

しテレビ会議を進めるとなると、時代はそういう流れになっていると思い

ますし、私ども労働組合間、また職場に戻れば会社間等々で使っておりま

す。ただ、こういった審議という場所でございます。やはり通信が不安定

になる場合も否めないところでございまして、突然相手がいなくなってい

たり、フリーズしてしまったり、そういった場合に採決となったときに、

もしその方が通信不良でつながらないとなってしまうとその方は欠席扱

いになってしまうのか、というようなところが少し疑問に思いまして。そ

ういったところの補填をどのように対応されるのか聞かせていただきた

い。 
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賃金室長   ご出席いただいている以上、欠席ということにはなりませんので、通信

の回復を待って進行するということになるかと思います。 

 

金子委員   やはり通信の回復を待ってその方の採決を求めてと。サブ回線を準備す

るとかそういうこともあるかもしれませんけれども。私、個人的には、審

議会ということで、やはり採決というところになるので、勝手に私の意見

を述べさせていただきますが、ちょっと難しいのかなと思っております。 

 

会  長   ほかに意見や質問はございませんか。 

 

丹 委 員   １点目、署名廃止は別に構いません。各委員に送っていただいて議事録

をチェックしていただけるのでしたら、より正確性も増すと思いますので

全く異論はございません。 

２点目、質問ですが例えば傍聴等、取材とかどうなのでしょうか。招待

状を出す形になるのでしょうか。 

 

賃金室長   やはり、そうなろうかと思います。 

 

丹 委 員   例えば、現況のようにコロナ禍で集合形式では開催できなくなった、で

もやっぱり必ず開催しなければならない、というような事態を想定して、

こういう形でもできるよという担保もほしいということでしょうか。 

私も対面が最も望ましいと思います。やはりこういった議論の場は、相

手の表情とか態度とかを含めて感じられる部分で大分違ってきますので、

それがベストだと思いますけども。できるだけそういう事態を避けるよう

に努力をして、制度としてそういう形も容認するということであればよろ

しいのではないでしょうか。 

これが私の個人的意見でございます。 

 

会  長   ほかにございませんか。 

確かにテレビ会議はいろんな組織体において急速に普及しつつあると

ころでありますが、正に懸念が示されていますとおり、通信環境がおかし

くなった時にどうするんだと、またどういう効力の問題になるんだと懸念

は当然ありうる。なので、それをどこまで細かく備えを置いておくかとい

うところも問題になろうかと思いますが、現在の規程ですとテレビ会議は

おそらくやりようがない、やったら違法だという解釈になりかねない。そ

うなることが自然なところだと思います。テレビ会議はあり得るというこ

とを、やっても違法ではないと確認する意味合いで規程は置いておくと。

実際上この種の会議は対面でその場でやり取りができるというところに

意義があると思われますので、テレビ会議にしましょうと安易には行わな
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いという前提で、ただ一応最悪の場合に備えてやれるような規程にはして

おく、そのような意味合いでご理解いただければと思うところです。 

そういうことを前提としまして、採決の形にさせていただければと思い

ますが、まずは一点目の署名廃止、議事録への署名廃止、この点は皆さん

異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

会  長   今説明した意味合いを込めてのテレビ会議の採用の件ですが、いかがで

しょうか。 

 

（異議なし） 

 

会  長   では、いずれもそのようにご承認いただいたというふうにさせていただ

きます。 

続いて、諮問から答申の流れの関係でしょうか。ご説明をお願いいたし

ます。 

 

賃金室長   ありがとうございました。事務局として作業を進めさせていただきたい

と思います。 

なお、本日資料といたしまして労使委員の皆様へ令和３年度版最賃決定

要覧、こちらの冊子でございますけれども、こちらをお配りさせていただ

いております。こちらの要覧のほうには最低賃金法の関係法令等が掲載さ

れておりますので、山形地方最低賃金審議会運営規程と併せましてご覧い

ただければ幸いでございます。以上が運営規程のほうの説明になります。 

ただ今、運営規程のきちんとしたものをお配りさせていただいたかと思

います。 

続きまして、諮問から答申の流れについて説明いたします。 

本日、地賃の諮問がなされることになっておりますが、諮問がなされま

すと運営規程第４条により、審議会は、調査審議を行うため直ちに専門部

会を置くことになります。専門部会は、公労使各３名の委員からなり、実

質的な金額審議を行い、その結果を部会長が審議会会長に報告することに

なります。会長は、結果を受けて審議会で議決し局長に答申することにな

ります。 

審議会は、運営規程第７条により原則公開となっておりますが、公開に

よって個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれのある場

合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる

おそれがある場合、会長は会議を非公開とすることができるとなっており

ます。 
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会  長   運営規程等に関しまして、先ほどの署名廃止の件とテレビ会議の件につ

いてご賛同いただいたわけですが、規程の具体的な改正の条文化はどの程

度準備ができているのでしょうか。 

 

賃金室長   これからというところが実情でございます。 

 

会  長   中央のほうからモデルのようなものは示されていませんか。 

 

賃金室長   それを参考にしたいと思います。 

 

会  長   それができた時点で改めて正式な条文案として、もう一度お諮りするよ

うな形になろうかと思います。 

それでは運営規程全体でありますが、近い将来の改正を含んだ点が２点

あるということを前提としまして、ただ現段階においては、現状を今配付

し直された規程の中身ということで進めてまいりたいと思います。この規

程でこれから実施するということで双方よろしいでしょうか。 

 

       （異議なし） 

        

会  長   では、現行規程でこれからの審議を進めるということにさせていただき

ます。続いて、ここで諮問を受けるという順番でよろしいですか。 

では、労働局長から諮問を受けることにいたします。 

 

局  長   （諮問文読み上げ) 

よろしくお願いいたします。 

 

（局長から会長に諮問文を手交） 

        

会  長   それでは、事務局は各委員に諮問文の配付をお願いいたします。 

なお、カメラ撮りについてはここまでということでお願いいたします。 

 

       （事務局から各委員に諮問文の写しを配付） 

 

会  長   それでは、諮問理由について説明をお願いいたします。 

 

基準部長   ただ今、山形県最低賃金の改正につきまして、本審議会に調査審議をお

願い申し上げたところでございますが、諮問の理由についてご説明を申し

上げます。 

本県における現下の経済状況につきまして、今月１４日発表の山形県経
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済動向月例報告では、「本県経済は、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、依然、厳しい産業もあるものの、全体としては持ち直しつつある。」

と総合判断されております。一方、分野別では鉱工業生産につきまして「持

ち直しているものの、一服感がみられる。」という判断でございまして、

雇用情勢の方は、「感染症の影響により、一部で弱い動きが続いているも

のの、総じて見れば緩やかに改善している。」と判断されています。 

また、県内の有効求人倍率は、５月２８日付けで記者発表していますが、

１．２３倍となりまして２か月連続で上昇いたしました。これは製造業等

で求人が増えているということによるものでございます。 

なお、求人数につきましては、前年同時期よりは増加していますが、一

昨年の同時期と比べますと２割ほど少ない状況でございます。 

そして、本県の賃金につきましては、毎月勤労統計調査によりますと、

令和３年３月の「きまって支給する給与」は、前年同月比で５人以上の事

業所は２．１％増加、３０人以上の事業所は２．４％の増加となっており

ます。 

このような状況の中、今月９日に開催されました第８回経済財政諮問会

議で、「経済財政運営と改革の基本方針２０２１」いわゆる骨太方針の原

案について議論が行われました。議長の菅総理大臣から、「今後、早期に

経済を回復させるためには、賃上げにより所得を引き上げ、消費を拡大す

るという経済の好循環を実現する必要がある。新型コロナによって広がっ

た格差を是正するためにも、最低賃金について、より早期に全国加重平均

１,０００円とすることを目指し、本年の引上げに取り組む。」との決意が

示されたところでありまして、この骨太方針につきましては、先週１８日

に閣議決定されております。 

山形労働局におきましては、引き続き労使の皆様にご協力をいただきな

がら、雇用調整助成金、また、休業支援金等の迅速な支給決定に努めるこ

となどによりまして、雇用の維持と事業の継続、そして県民の生活の下支

えをしてまいりたいと考えております。 

貴審議会におかれては、このような状況につきましてもご考慮いただき

ながら、今年度の山形県最低賃金の改正に係る調査審議をお願いいたした

く、諮問をさせていただいたところでございます。どうか十分なご審議を

いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

会    長   引き続き、事務局から関連する資料の説明をお願いします。 

 

賃金室長   それでは、諮問趣旨の背景に関わる資料について説明させていただき 

      ます。 

資料№３－１山形県経済動向月例報告 

資料№３－２山形県景気動向指数 
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資料№３－３山形県鉱工業指数 

資料№３－４山形県企業短期経済観測調査結果 

資料№３－５消費者物価指数 

資料№３－６雇用情勢 

資料№４－１山形県の最低賃金の推移 

資料№４－２山形県の賃金水準 

資料№４－３東北６県の最低賃金改正状況 

資料№４－４東北６県の賃金時間額特性値 

資料№４－５目安額等の推移及び山形県最低賃金額の推移 

資料№４－６毎月勤労統計調査地方調査結果速報 

資料№４－７求人・求職賃金情報：職種別（パート） 

資料№５－１山形市における世帯人員別標準生計費の推移 

資料№５－２山形市における１世帯の標準生計費の推移 

資料№６最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業の状況 

資料№８中央最低賃金審議会における最低賃金改定の目安諮問文（写） 

    以上、長くなりましたが資料の説明とさせていただきます。 

 

会  長   ただ今の資料説明についてご質問があればお受けしたいと思います。 

 

        （質疑なし） 

 

会  長   後に疑問が生じた場合は、適宜お問い合わせいただければと思います。

それでは、本日改正諮問を受けましたので、現段階で、労使各側から意見

等あれば承っておきたいと思います。労働者側いかがですか。 

 

小川委員   労働側から連合山形の小川が意見として述べさせていただきます。私ご

とですが２０１７年度まで審議会委員を務めておりまして、この度４年ぶ

りに務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

さて、小生が抜けてから山形県の最低賃金は３％台と非常に高い引上げ

を実現できておりました。しかし昨年は新型コロナウイルスの感染拡大の

影響により、現行水準を維持するという内容の目安が示される中、３円の

引上げを実現しておりまして、そういうことに関しましては昨年度の審議

会の皆様のご努力に敬意を表したいと考えております。しかし、その現行

水準というのは、一年間働いても年収１５８万円程度にしかならず、とて

も生活できる水準には程遠い状況となっております。最近、県の調べによ

りますと、令和元年度における山形県で働く女性の賃金が何と全国で最下

位というショッキングな情報がありました。山形県の女性は労働力率、就

業率等々で全国トップレベルの勤勉な女性達でありながら、賃金に至って

は全国で一番低い処遇で働いているというような大変厳しい状況となっ
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ております。そのことは、山形県の大きな課題でもあります子供の貧困率、

ひとり親子育て貧困層の拡大にも深く関わっていると思います。そこに関

わる多くの女性が最低賃金近傍での就労を余儀なくされているという現

状があります。また、山形県は有期、短時間契約等で働く方々の労働者も

拡大しておりまして、その中にはコロナ禍において奮闘されているエッセ

ンシャルワーカー等々の方々も多く含まれています。さらにそのことは、

山形県の喫緊の課題でもあります少子高齢化、人口減少、労働力の流出、

女性、若者流出等々を拡大させることにもつながり、賃金のセーフティー

ネットたる最低賃金制度が果たす役割は、極めて大きいものになっている

と言わざるを得ません。 

昨年来のコロナ禍の影響により、県内経済は戦後最大ともいえる危機的

状況に瀕していると思います。しかし、だからこそ全ての県民の命と健康、

安全な生活を守るために、縮小した経済を復活させるために、政策や取組

等々を総動員していくことが必要であり、最低賃金は重要な政策の一つで

あると考えます。山形県の最低賃金をセーフティーネットとして、実効性

のある高い水準へ改善をするための労働側の意見とさせていただきます。 

 

会  長   ありがとうございました。続きまして使用者側お願いします。 

 

丹 委 員   意見については、この後、開催される合同専門部会を始めとする専門部 

会で述べさせていただきたいと思います。 

ただ、状況認識としては、やはり昨年同様、厳しいという現状に変わり

ないんじゃないかなと思っています。雇用調整助成金の率、最高限度額が、

特に緊急事態宣言等々発出されていない地域では下がってしまいました

けれども、むしろ、以前の特例を戻して年度内は継続してほしいという企

業もたくさんあります。そういった状況ですので、様々な経済指標が示す

現状と地方の実態ですね、あと働く方々が実感することには若干の乖離が

あるんじゃないかなと考えています。政府の方針、諮問文のいわゆる配意

というところは理解できるんですけども、その辺も踏まえてこれから真摯

に議論を重ねていければと考えています。 

 

会  長   ありがとうございました。ほかにご意見のある方いらっしゃいませんか。 

 

       （意見なし） 

 

会  長   続いて議事の（４）審議日程についての協議に移ります。 

       今後の審議日程について、事務局案を説明してください。 

 

賃金室長   今後の審議日程について説明いたします。 
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初めに、資料№２－１をご覧いただきたいと思います。平成３０年度か

ら令和２年度の審議会開催状況を一覧にしたものでございます。昨年度は、

本審が６回、地賃専門部会が６回、特定最賃専門部会が合同部会を含めて

４つの産業で１３回と、合計２５回の審議をいただきました。 

本年度、中央最低賃金審議会では、昨日、６月２２日に諮問がなされて 

おり、目安小委員会での審議が同日から７月１３日までの間で４回開催予

定となっております。例年の状況に照らしますと、おそらく７月１３日の

第４回で結論が出るものと思いますが、結論が出れば、数日中に中賃本審

が開催され、目安額が答申されるという予定になっております。 

山形地方最低賃金審議会は、本日第１回の審議会を開催させていただき、

地域別最低賃金の諮問をさせていただきました。本日以降、参考人からの

意見聴取、中央の審議会が示した目安答申の伝達、地域別最低賃金の答申、

特定最賃の必要性の諮問及び答申、地域別最低賃金の答申について異議の

申出が行われた場合の異議審、さらに、特定最賃の必要性の答申内容によ

りますが、特定最賃の調査審議の諮問に係る本審議会の開催が必要となり

ます。そこで、地域別最低賃金専門部会の審議日程も含め、次のとおりお

諮りします。 

まず昨年度ですが、中央の審議会で目安が示されない事態となりました。

そのような中で、山形では１０月３日の発効を目指し、そのために８月７

日に答申を頂くという日程で進めさせていただきました。委員の皆様には

大変なご苦労をお掛けしました。さらに、８月７日に答申を頂いた時点で

は、秋田を除く北東北や、Ｄランクの他県の状況があまり分からないまま

での答申となったということもございました。このような経緯がございま

したが、令和２年度の第６回本審において、委員の皆様から「１０月１日

発効を目指すべき。」という意見や、それとは反対に「１０月１日発効に

こだわらないという方針で臨むべき。」と様々なご意見を頂いたところで

ございます。 

そこで、今年度につきましては事務局案としまして、本日６月２３日の

第１回本審での諮問に続き、７月２６日に第２回本審で目安額の伝達、８

月６日に第３回本審で答申を頂く、８月２４日に第４回本審で異議の審議

を行うということで、ここで「答申のとおり」となりました場合は、１０

月２日の発効という予定となるものでございます。 

地賃の専門部会につきましては、中央から目安が示される前ではありま

すが、７月２０日に第１回として部会長の選出などをしていただき、８月

６日第３回本審での答申までの間に予備日を含めて５回金額審議をして

いただくということで事務局案を組ませていただきました。 

日程の事務局案を再度申し上げたいと思います。本日の第１回本審では

地賃の改正諮問が行われました。地賃につきましては、７月２０日に第１

回の専門部会で部会長、部会長代理の選出と第２回以降の部会の日程の確
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定をしていただきます。７月２６日の第２回本審では労使の参考人の意見

聴取、目安額の伝達を行います。その後、専門部会を７月２７、２８、３

０、８月２日、８月４日、この日は予備日でございますけれども、この日

程で金額審議をお願いし、８月６日に第３回本審で答申を頂きたいと思い

ます。その後、異議の申出があれば、８月２４日に第４回本審でご審議い

ただき、異議が認められなければすぐに官報公示の手続を行って、１０月

２日に発効となるという段取りで進めさせていただきたいと考えており

ます。 

また、特定最賃につきましても、８月６日の第３回本審で改正の必要性

の諮問と審議、８月２４日の第４回本審で改正の必要性の答申、そこで必

要性有りの場合には改正の諮問が行われます。そうなりますと、９月下旬

から専門部会でのご審議をお願いし、１０月２２日までに専門部会での結

論を頂き、１０月２６日までの間に答申を頂くことで例年どおり１２月２

５日発効ということになりますので、ご提案させていただきたいと思いま

す。 

 

会  長   ただ今説明のありました日程案につきましてのご質問、ご意見をお受け

したいと思います。何かございますでしょうか。 

 

       （質疑なし） 

        

会  長   特にないようであれば、ただ今説明のあった日程案のとおりとさせてい

ただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

       （意見なし） 

 

会  長   特段ないようですので日程案のとおりとさせていただきます。 

       続いて、議事の（５）の山形県最低賃金専門部会の設置について、事務

局から説明をお願いします。 

 

賃金室長   山形県最低賃金専門部会の設置と専門部会委員の推薦について申し上

げます。本日、局長から山形県最低賃金の改正決定について諮問がなされ

ましたので、最低賃金法第２５条第２項及び山形地方最低賃金審議会運営

規程第４条に基づき専門部会の設置が必要となります。 

つきましては、本日から７月７日まで推薦の公示を行い、労使各側から

専門部会委員３名を任命することとなります。公益委員につきましては、

公益委員の中から任命することとなっております。 

 

会  長   専門部会に関する説明について、ご質問はございますでしょうか。 
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        （質疑なし） 

 

会  長   議事（６）の意見聴取について事務局より説明お願いします。 

 

賃金室長   先ほどご了承いただきました７月２６日の月曜日午前９時から開催す

る第２回本審におきまして、最低賃金法第２５条第５項に基づき、参考人

意見聴取を実施することにしたいと思っております。 

最賃法第２５条第５項においては、「最低賃金審議会は、最低賃金の決

定又はその改正若しくは廃止の決定について調査審議を行う場合におい

ては、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者及び関係使用者の

意見を聴くものとする。」と定めております。昨年は労側３名、使側３名

の計６名の方からご意見を頂きましたが、審議に支障のない範囲で聴取す

る人数に幅があっても差し支えないですし、必ずしも労使各側が同数であ

る必要もないところでございます。今年度の聴取の在り方について、ご意

見がありましたらお願いいたします。 

 

会  長   ここのところ、例年労働者側３名、使用者側３名をそれぞれ参考人とし

て出席いただいてご意見を伺っているわけでありますが、本年度も前年度

までと同様のやり方でよいのかどうかについて、ご意見をお聞きしたいと

思います。 

労側いかがでしょうか。 

 

小川委員   昨年同様で。 

 

会  長   ３人で参考人を準備したいということですね。 

使用者側はいかがでしょうか。 

 

丹 委 員   確か、前年度は簡素化できないかという意見があったように記憶してい 

ます。３、３で６人。セレクトも結構大変でしたね。労側は組合に上意下

達ではないんですけど、結構やりやすいと思いますが、大変な時期に大変

なことをお願いしなくちゃならないので、できればもっと人数的に簡素化

できればと考えています。ですから使側は今年３人にこだわらないで１人

ないし２人になるかと思います。 

 

会  長   はい、分かりました。 

確かに３、３でなくてはいけないというルールはなく、同じ人数でなけ

ればならないというルールもございませんので、それぞれのお考えに合わ

せた人数で進めるということでよろしいかと思います。実際上、本来であ
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りますと公募して一般の方から応募があれば採用してというところで、そ

れがあまり足かせになるようですと時間の関係上難しいということにな

るんですが。実際、公募しても応募する方がいなくて、それぞれ労側、使

側の方で声掛けをして出席いただいているというのが実情なわけです。そ

ういった実情も鑑みて、本年度は特に人数につきましては例年とは必ずし

も同じでなくてよいのではないかと。少なくとも法令に抵触するというこ

とではございませんので、それぞれの立場のお考えに合わせて参考人を選

んでいただくということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

       

       （異議なし） 

 

会  長   では、そのようにさせていただきます。 

あと、あり得ないとは思いますが、合計人数が６人を超えるようなこと

はさすがに時間的に難しいものがあろうかと思いますので、双方合わせて

最大６名という点は確認をさせていただきたいと思います。 

 

小川委員   別の意見ですがいいでしょうか。 

       意見聴取のことで意見を述べさせていただきたいのですが、よろしいで 

しょうか。 

 

会  長   はい。 

 

小川委員   意見聴取のことなんですけれども、毎回、労使双方から委員を選出して

意見陳述を行っていただいているんですけども、その内容等々が審議会、

専門部会においても反映されていないような気がいたします。毎年の審議

では現行の水準をいくら引き上げるべきかという、引上げ論に終始してし

まって、本来の審議会のあるべき姿を、山形県の最低賃金がどうあるべき

かという論議に至っていないという気がします。せっかく意見陳述を行う

わけですので、出た意見を大切にして審議会に活かしていって、山形県の

最低賃金はどうあるべきかという論議に導いていくべきだと考えます。一

つ労側の意見として言わせていただきます。 

 

会  長   それは参考人として選んだ方に、どういう観点からどういう意味合いの

意見を求めるかということで、それは事実上、労働者側は労働者側から、

使用者側は使用者側から、是非こういう点について意見を述べてほしいと

いうようなことを事前に参考人と調整していただくと、それは差支えのな

いことだと思いますので。そういう形でその点は対応いただけるのではな

いかと思う次第です。ほかにございますか。 
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       （意見なし） 

 

会  長   ではそのように意見聴取のほうは進めさせていただきたいと思います。 

念のためではありますが、今後の審議日程を改めて事務局の方から説明

してください。 

 

賃金室長   それでは改めまして日程の方をご説明させていただきます。 

第１回専門部会は７月２０日火曜日午前１０時から開催させていただ

  きたいと思います。 

第２回本審は７月２６日月曜日の午前９時から開催し、労使各側の参考 

人からの意見聴取を行いたいと思います。その後、引き続きまして本審委

員に目安答申の伝達を行わせていただきたいと思います。 

第２回以降の専門部会につきましては、７月２７日から８月２日までの

間で４回開催し、加えて専門部会の予備日として８月４日午後１時半から

を確保しております。８月６日午前１０時から本審を開催しまして審議が

まとまれば答申を頂き、その後、特定最賃の必要性について諮問を行いま

す。８月２４日に第４回の審議会を開催し、異議の申出があれば異議審を

行い、異議が認められなければ官報公示の手続に入りたいと思います。ま

た、特定最賃の必要性について答申を頂き、必要性が認められれば、改正

を諮問させていただきたいと思います。 

 

会  長   ただ今再確認されました日程に従って、今後進めさせていただきます。 

最後にこの場で労側、使側からこれまで出ていないようなことにつきま 

して、特にこの場で発言したいというようなことがありましたら承ります

が、何かございますか。 

              

       （意見なし） 

 

会  長   次回の第２回本審議会は、関係労使代表者からの参考人意見聴取、目安

答申伝達を行うこととなります。第２回本審において行われます参考人意

見聴取の際には、具体的な会社名あるいは業績等の話が例年出ております

ので、参考人意見聴取の部分は非公開という形で行いたいと思いますが、

この点についていかがでしょうか。 

 

       （意見なし） 

 

会  長   それでは、第２回本審は意見聴取の部分につきましては非公開といたし

ます。 

       最後になりますが、本年度の審議会につきましても、日程が大変厳しい 
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中でのご審議をお願いすることになります。県民からの期待、注目度も大 

きいものと思われますので、全会一致の答申に向けて、労使各側委員のご

協力をお願いしたいと思います。 

       これで第１回審議会を終了します。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 


